
 瀬戸地域の在宅の避難行動要支援者の47人うち、28人は支援者がいることを確認。残る避難

行動要支援者については、伊方町、自主防災会議、民生委員、消防団等によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを通じて
支援者を確保。

 支援者の同行により避難可能な者は、支援者の車両、ﾊﾞｽ、福祉車両等で避難先へ移動。
 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両等で、近傍の放射線防護施

設へ移動。
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い かた ちょう

（ｹｰｽ2）瀬戸地域の在宅の避難行動要支援者の陸路避難

支援者が同行等をすることで避難可能な者

支援者の自家用車等で移動

支援者とともに徒歩、
ﾊﾞｽ等で移動

ﾊﾞｽ、福祉車両等で移動

避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者

支援者の車両又は福祉車両等で移動

支援者

在宅避難行動
要支援者

（47人）

避
難
経
由
所
（
松
前
公
園
）

ﾊﾞｽ、

福祉車両
等で移動

33人（支援者14人）

2人（支援者2人）

12人（支援者12人）
広
域
避
難
所
（
13
施
設
）又
は
福
祉
避
難
所
（
9
施
設
）

瀬戸総合体育館

一時集結所

せ と

瀬戸診療所、瀬戸あいじゅ

放射線防護施設

せ と

ま

さ
き

輸送等の避難準備完了後、
避難を実施

せ と

せ と

せ と

※避難行動要支援者の数は平成30年7月1日現在

支援者の自家用車等で移動



 三崎地域の在宅の避難行動要支援者の85人うち、53人は支援者がいることを確認。残る避難行動要支援者に

ついては、伊方町、自主防災会議、民生委員、消防団等によるﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを通じて支援者を確保。

 支援者の同行により避難可能な者は、支援者の車両、ﾊﾞｽ、福祉車両等で一時集結所（三崎総合体育館）へ移動。

 船舶の準備ができ次第、三崎港から、海路及び陸路により愛媛県内の避難先へ移動。
 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両等で、近傍の放射線防護施設へ移動。

（ｹｰｽ2）三崎地域の在宅の避難行動要支援者の海路避難
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支援者が同行等をすることで避難可能な者

支援者の自家用車等で移動

支援者とともに徒歩、
ﾊﾞｽ等で移動

ﾊﾞｽ、福祉車両
等で移動

避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者

支援者の車両又は福祉車両等で移動

支援者

在宅避難行動
要支援者

（85人）
三崎総合体育館

一時集結所

船舶で
避難

44人（支援者12人）

5人（支援者5人）

36人（支援者36人）

い かた ちょう

み さき

せ と 三崎高等学校、串診療所、

旧佐田岬小学校、三崎つわぶき荘

与侈地区放射線防護施設【整備中】

放射線防護施設
み さき くし

三崎港
み さき

輸送等の避難準備
完了後、避難を実施

さだみさき

愛
媛
県
内
の
広
域
避
難
所
（

施
設
）又
は
福
祉
避
難
所
（

施
設
）

13

9

みさき

みさき

みさき

みさき

愛媛県内
の港湾

ﾊﾞｽ、
福祉車両
等で避難

避難経由所
（松前公園）

ま さき

ﾊﾞｽ、
福祉車両
等で避難

※避難行動要支援者の数は平成30年7月1日現在

みさき

よぼこり

避難に必要な準備が整うまで屋内退避を実施



（ｹｰｽ2）在宅の避難行動要支援者の避難先・避難ﾙｰﾄ

避難経由所（松前公園）

 国道197号が瀬戸地域と三崎地域の境界で通行不可となった場合、瀬戸地域における在宅の避難行動要支援者については、施設敷
地緊急事態において、陸路により自家用車、ﾊﾞｽ、福祉車両等により避難経由所（松前公園）へ移動。

 三崎地域の在宅の避難行動要支援者については、施設敷地緊急事態において、海路及び陸路により避難経由所（松前公園）に移動。

 避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、支援者の車両又は福祉車両等で、近傍の放射線防護施設へ移動。

広域避難所（松前町）13施設
松前（まさき）公園体育館
松前（まさき）小学校
松前（まさき）中学校
北伊予（きたいよ）小学校
北伊予（きたいよ）中学校
岡田（きたいよ）小学校
岡田（おかだ）中学校
県立伊予（いよ）高校
松前町（まさきちょう）国体記念ﾎｯｹｰ公園
松前（まさき）総合文化ｾﾝﾀｰ
東公民館
西公民館
北公民館
福祉避難所（松前町）9施設
松前町（まさきちょう）総合福祉ｾﾝﾀｰ
養護老人ﾎｰﾑ和楽園
軽費老人ﾎｰﾑひまわり苑
介護老人福祉施設こより
介護老人保健施設菜の花
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑひなたぼっこ
総合福祉施設ｴﾝｾﾞﾙ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑｴﾝｾﾞﾙなかがわら
介護付有料老人ﾎｰﾑ笑歩会松前（まさき）
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PAZ

UPZ

予防避難ｴﾘｱ

愛媛県の港湾

三崎港

み さき

せと

ま さき

み さき せと

状況に応じて、避難経路を選定

道路通行不可の場合

ま さき

み さき

ま さき ちょう

愛媛県の港湾

一時集結所
瀬戸総合体育館

せ と

一時集結所
三崎総合体育館

み さき

ま さき



（ｹｰｽ2）瀬戸地域において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 施設敷地緊急事態で瀬戸地域において必要となる輸送能力は、想定対象人数約370人について、ﾊﾞｽ11台、福祉
車両14台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様3台、車椅子仕様11台）。

想定対象
人数

想定必要車両台数※1,2

備 考
ﾊﾞｽ※3

福祉車両※4,5

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※4,5

（車椅子仕様）

学校・保育所の児童等の避難
（5箇所）

156人
（児童等116人+

職員40人）

6台 0台 0台 保護者への引き渡しによりその分必要車両台数は
減少【資料P67】

医療機関及び社会福祉施設
の入所者等の避難（3箇所）

157人※７

（入所者91人+
職員66人）

3台
(入所者38人+

職員22人)

2台
(入所者2人+

職員4人)

9台
(入所者51人+

職員40人)

【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様】
○施設車両（1人乗り：2台）
【車椅子仕様】

○施設車両（1人乗り：2台）
○四電車両（6人乗り：4台）
○伊方町（いかたちょう）車両（8人乗り：3台）

在宅の避難行動要支援者等
の避難

47人
（要支援者33人+

支援者14人）

2台
(要支援者24人+

支援者8人)

0台
(要支援者0人+

支援者0人）

2台
(要支援者9人+

支援者6人）

【車椅子仕様】

○四電車両（6人乗り：2台）

在宅の避難行動要支援者の
うち、避難の実施により健康ﾘ
ｽｸが高まる者等を放射線防
護施設に輸送※6

4人
（要支援者2人+

支援者2人）

0台 1台
(要支援者2人+

支援2人)

0台 近傍の放射線防護施設に、四電福祉車両1台（ｽﾄﾚｯ
ﾁｬｰ2人乗り）でﾋﾟｽﾄﾝ輸送を想定【資料P73】
瀬戸（せと）地域：1往復（要支援者2人）

合 計 367人 11台 3台 11台
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せ と

せ と

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 想定必要車両台数（ﾊﾞｽ、福祉車両）は、各施設又は瀬戸地域で必要となる車両台数を合算
※3 ﾊﾞｽは、佐田岬（さだみさき）半島の地域特性を踏まえ、26人乗りにより想定
※4 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子どちらも乗車でき、配置により乗車台数を自由に変えられる車両を多く配備しているため、実際配備している車両の仕様を基に必要台数を積算
※5 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両で想定した場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算
※6 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送の準備が整うまで放射線防護施設内に屋内退避
※7 なお、この他、自施設内で屋内退避を実施する社会福祉施設の入所者（避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者）が5人、職員4人が存在

せと



（ｹｰｽ2）瀬戸地域における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

77

せ と

 施設敷地緊急事態発生時には、医療機関、社会福祉施設、在宅の避難行動要支援者、教育機関の避難のために、

伊方町、医療機関、社会福祉施設及び四国電力が保有する車両のほか、愛媛県と愛媛県ﾊﾞｽ協会の協定及び覚
書に基づき、ﾊﾞｽ協会が配備する車両により、必要車両台数を確保。

確保車両台数

備 考ﾊﾞｽ等
（ﾊﾞｽ、乗用車）

福祉車両※1

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※1

（車椅子仕様）

（A）必要車両台数 11台 3台 11台

（B）確保車両台数 計22台以上 計8台 計11台

確
保
先

伊方町 5台 － 3台

【ﾊﾞｽ等】ﾊﾞｽ：8～29人乗り
【車椅子仕様】
○3台（1台当たり：車椅子8人）

学校、医療機関、社
会福祉施設

12台 2台 2台

【ﾊﾞｽ等】ﾊﾞｽ：10～29人乗り、 乗用車：4～10人乗り
【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様】
○2台（1台当たり：ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人）
【車椅子仕様）】
○2台（1台当たり：車椅子1人）

愛媛県のPAZ・UPZ内
市町のﾊﾞｽ会社

5台以上 － －
ﾊﾞｽ1台当たりの想定乗車人数：26人乗り
愛媛県のPAZ・UPZ内市町のﾊﾞｽ会社が保有する車両総
数267台

四国電力 － 6台※2 6台※２

【仕様】
四電福祉車両は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子の配置を自由に変
えられる仕様であり、下記2ﾊﾟﾀｰﾝの配置を想定
ﾊﾟﾀｰﾝ①：＜ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人、車椅子1人＞
ﾊﾟﾀｰﾝ②：＜車椅子6人＞
【配備台数】
6台（瀬戸（せと）地域）※1

いかたちょう

いかたちょう

※1 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両を保有している場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算
※2 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」を放射線防護施設にﾋﾟｽﾄﾝ輸送した車両は、その後避難に使用
※3 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が必要に応じて支援を実施



（ｹｰｽ2）三崎地域において施設敷地緊急事態で必要となる輸送能力

 施設敷地緊急事態で三崎地域において必要となる輸送能力は、想定対象人数約420人について、ﾊﾞｽ15台、福祉
車両11台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様3台、車椅子仕様8台）。

想定対象
人数

想定必要車両台数※1,2

備 考
ﾊﾞｽ※3

福祉車両※4,5

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）

福祉車両※4,5

（車椅子仕様）

学校・保育所の児童等の避難
（4箇所）

291人
（児童等226人+

職員65人）

12台 0台 0台 保護者への引き渡しによりその分必要車両台数は
減少【資料P68】

社会福祉施設の入所者等の
避難（1箇所）

63人
（入所者47人+

職員16人）

1台
(入所者8人+

職員4人)

0台 5台
(入所者39人+

職員12人)

【車椅子仕様】

○四電車両（6人乗り：1台）
○伊方町（いかたちょう）車両（8人乗り：4台）

在宅の避難行動要支援者等
の避難

53人
（要支援44人+
支援者12人）

2台
(要支援者35人+

支援者6人)

2台
(要支援者3人+

支援者3人）

3台
(要支援者6人+

支援者3人）

【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様）】※5

○施設車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人、車椅子1人乗り：1台）
○四電車両（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人、車椅子1人乗り：1台）

【車椅子仕様】
○四電車両（6人乗り：1台）

在宅の避難行動要支援者の
うち、避難の実施により健康ﾘ
ｽｸが高まる者等を放射線防
護施設に輸送※6

10人
（要支援者5人+

支援者5人）

0台 1台
(要支援者5人+

支援者5人)

0台 近傍の放射線防護施設に、四電配備福祉車両1台
でﾋﾟｽﾄﾝ輸送を想定【資料P74】
三崎（みさき）地域：3往復（要支援者5人）

合 計 417人 15台 3台 8台
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みさき

みさき

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 想定必要車両台数（ﾊﾞｽ、福祉車両）は、各施設又は三崎地域で必要となる車両台数を合算
※3 ﾊﾞｽは、佐田岬（さだみさき）半島の地域特性を踏まえ、26人乗りにより想定
※4 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子どちらも乗車でき、配置により乗車台数を自由に変えられる車両を多く配備しているため、実際配備している車両の仕様を基に必要台数を積算
※5 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両で想定した場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算
※6 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」は、輸送の準備が整うまで放射線防護施設内に屋内退避

みさき



（ｹｰｽ2）三崎地域における施設敷地緊急事態での輸送能力の確保

 施設敷地緊急事態発生時に海路避難を行う場合には、三崎地域の各関係機関の保有車両を用いてﾋﾟｽﾄﾝ輸送す

ることにより、一時集結所（三崎総合体育館）までの移動に必要な輸送能力を確保。

 三崎港から愛媛県内の港湾に移動※1後は、愛媛県が手配する車両により必要車両台数を確保。

79

みさき

確保車両台数

備 考
ﾊﾞｽ等

（ﾊﾞｽ、乗用車）
福祉車両※1

（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様）
福祉車両※1

（車椅子仕様）

（A）必要車両台数 15台 3台 8台

（B）確保車両台数 計15台以上 計4台 計8台

確
保
先

伊方町 7台 － 4台

【ﾊﾞｽ等】ﾊﾞｽ：8～26人乗り
【車椅子仕様】
○4台（1台当たり：車椅子8人）

学校、社会福祉施設 8台 1台 1台
【ﾊﾞｽ等】ﾊﾞｽ：14～26人乗り、 乗用車：4～10人乗り
【ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様）】※2

○1台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ1人、車椅子1人乗り）

四国電力 － 3台※3 3台※3

【仕様】
四電福祉車両は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ、車椅子の配置を自由に
変えられる仕様であり、下記2ﾊﾟﾀｰﾝの配置を想定
ﾊﾟﾀｰﾝ①：＜ｽﾄﾚｯﾁｬｰ2人、車椅子1人＞
ﾊﾟﾀｰﾝ②：＜車椅子6人＞
【配備台数】
3台（三崎（みさき）地域）※2

いかたちょう

みさき

みさき

みさき

※1 三崎港からは、愛媛県と愛媛県旅客船協会との協定及び覚書に基づき、愛媛県旅客船協会傘下の船舶（30社、78隻 平成28年7月1日時点）等で海路避難を実施
※2 ｽﾄﾚｯﾁｬｰ兼車椅子仕様の車両を保有している場合は、ｽﾄﾚｯﾁｬｰ仕様と車椅子仕様にそれぞれ1台ずつ積算
※3 「避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者」を放射線防護施設にﾋﾟｽﾄﾝ輸送した車両は、その後避難に使用
※4 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が必要に応じて支援を実施

みさき



（ｹｰｽ2）全面緊急事態における住民の避難先・避難ﾙｰﾄ

80

松前町

広域避難所（松前町）13施設

松前（まさき）公園体育館

松前（まさき）小学校

松前（まさき）中学校

北伊予（きたいよ）小学校

北伊予（きたいよ）中学校

岡田（きたいよ）小学校

岡田（おかだ）中学校

県立伊予（いよ）高校

松前町（まさきちょう）国体記念ﾎｯｹｰ公園

松前（まさき）総合文化ｾﾝﾀｰ

東公民館

西公民館

北公民館

避難経由所（松前公園）

道路通行不可

UPZ

・状況に応じて、避難経路を選定
・大分県に避難することが困難な場合は、愛媛県内に
海路避難

別府港
べっぷ

中津港
なか つ

姫島港
ひめ しま

佐伯港
さ いき

大分市

別府市

杵築市

国東市

豊後高田市

佐賀関港
さ が の せき

臼杵港
うす き

津久見港
つくみ

姫島村

PAZ

予防避難ｴﾘｱ一時集結所

三崎総合体育館

三崎港

一時集結所
瀬戸総合体育館

愛媛県の港湾

ま さき

ま さき ちょう

みさき

みさき

せと

ひめ しまむら

ぶんごたかだし

くにさきし

べっぷし

おおいたし

 国道197号が瀬戸地域と三崎地域の境界で通行不可となった場合、瀬戸地域の住民については、自家用車で避難できる住

民は、自家用車により松前町の避難経由所（松前公園）に移動。自家用車での避難が困難な住民は、町又は県が配車した

町内移動用車両で一時集結所（瀬戸総合体育館）に移動。一時集結所からﾊﾞｽにより避難経由所（松前公園）に移動。その

後、松前町の指示する広域避難所に避難。

 三崎地域の住民については、一時集結所（三崎総合体育館）に集合し、船舶及び大分県の受入の準備が整い次第、海路及
び陸路により大分県に避難を実施。

 海路による大分県への避難が困難な場合には、愛媛県手配の船舶により、愛媛県内等への海路避難を実施。

せと

まさきちょう

みさき

みさき

せと

みさき

まさきちょう

せと

まさき

まさき

きつきし

愛媛県の港湾



（ｹｰｽ2）瀬戸地域及び三崎地域の観光客及び民間企業の従業員の数

 瀬戸地域の観光施設における1日当たりの入場見込み人数は約450人、民間企業（従業員30人以上）
は1社（約90人）存在。

 三崎地域の観光施設における1日当たりの入場見込み人数は約1,100人、民間企業（従業員30人以
上）は2社（約100人）存在。
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地域名 民間企業名 従業員数

三崎地域
西宇和農業協同組合三崎共選 59人

西宇和（農協）三崎出張所 37人

合計（2社） 96人

地域名 施設数 入場見込人数

三崎地域 6 1,116人

※従業員については、通勤に使用する自家用
車等で、一時集結所(三崎総合体育館)に移動

観光施設における入場見込人数：平成29年実績

※入場見込人数については、入場ﾋﾟｰｸ時（8月）
における1日当たりの入場者数を基に算定

み さき

み さき

み さき

三崎地域の民間企業（従業員30人以上）の状況（詳細）
み さき

三崎地域の観光施設の状況
み さき

地域名 民間企業名 従業員数

瀬戸地域（足成、佐市以外） 朝日共販㈱ 94人

地域名 施設数 入場見込人数

瀬戸地域（足成、佐市以外） 11 447人
観光施設における入場見込人数：平成29年実績

せ と さ いちあし なる

せ と さ いちあし なる

瀬戸地域の民間企業（従業員30人以上）の状況（詳細）

瀬戸地域の観光施設の状況

せ と

み さき

せ と

せ と

※入場見込人数については、入場ﾋﾟｰｸ時（8月）
における1日当たりの入場者数を基に算定

せ と

※従業員については、通勤に使用する自家
用車、ﾊﾞｽで避難

企業名及び従業員数：総務省・経済産業省『平成24年経済ｾﾝｻｽ－活動調査』の調査票情報を基に現地確認を
行った上で独自集計したもの

企業名及び従業員数：総務省・経済産業省『平成24年経済ｾﾝｻｽ－活動調査』の調査票情報を基に現地確認を
行った上で独自集計したもの

み さき



(ｹｰｽ2) 瀬戸地域において全面緊急事態で必要となる輸送能力

 全面緊急事態で瀬戸地域において必要となる輸送能力は、自家用車で避難できない住民、観光施
設から避難する一時滞在者、合計約390人分：ﾊﾞｽ9台。

 各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で、自家用車
により帰宅）。

想定対象人数 想定必要ﾊﾞｽ数 備 考

自家用車での避難ができない住民 339人 8台 一時集結所にて乗車【資料P57】
1台当り46人程度の乗車を想定

観光施設から避難する一時滞在者 45人 1台 ﾊﾞｽ1台当り46人程度の乗車を想定
1日あたりの観光施設の入場見込み人
数447人程度のうち、約9割が自家用車
や観光ﾊﾞｽで来場する想定で、その1割
を想定対象人数として算入。【資料P81】

合 計 384人 9台

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値

※2 民間企業に勤務する就労者は、通勤に使用する自家用車等により避難経由所（松前公園）に移動

82

※3 想定必要ﾊﾞｽ数は、瀬戸地域で必要となるﾊﾞｽ数を合算
せ と

※1

せ と

＜瀬戸地域内で必要となる輸送能力＞
せ と

せ と

まさき



(ｹｰｽ2) 瀬戸地域における全面緊急事態での輸送能力の確保

※不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、関係自治体の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）が必要に応じて
支援を実施

83

せ と

＜瀬戸地域内の輸送能力＞

確保車両台数
備 考

ﾊﾞｽ

（A）必要車両台数 9台

（B）確保車両台数 計9台以上

確
保
先

愛媛県のPAZ・UPZ内市町のﾊﾞｽ会社 7台以上
愛媛県のPAZ・UPZ内市町の
ﾊﾞｽ会社が保有する車両総
数267台

伊方町 2台程度
伊方町が保有する車両4台
（合計70人）の車両を使用

い かた ちょう

い かた ちょう

 全面緊急事態発生時には、自家用車で避難できない住民、観光施設から避難する一時滞在者のた

めに、伊方町が保有する車両のほか、愛媛県と愛媛県ﾊﾞｽ協会の協定及び覚書に基づき、ﾊﾞｽ協会
が配備する車両により、必要車両台数を確保。

い かた ちょう

せ と



(ｹｰｽ2)三崎地域において全面緊急事態で必要となる輸送能力

 全面緊急事態で三崎地域における、一時集結所（三崎総合体育館）までの移動に必要となる輸送能

力は、自家用車で避難できない住民、観光施設から避難する一時滞在者、合計約700人分：ﾊﾞｽ16台。
 各事業所の従業員の避難方法については各事業所単位で周知（施設敷地緊急事態で、自家用車に

より帰宅又は一時集結所（三崎総合体育館）に移動）。

想定対象人数 想定必要ﾊﾞｽ数 備 考

自家用車での避難ができない住民 589人 13台 各集会所から一時集結所まで乗車
1台当り46人程度の乗車を想定
【資料P57】

観光施設から避難する一時滞在者 112人 3台 ﾊﾞｽ1台当り46人程度の乗車を想定
1日あたりの観光施設の入場見込み人
数1,116人程度のうち、約9割が自家用車
や観光ﾊﾞｽで来場する想定で、その1割
を想定対象人数として算入。【資料P81】

合 計 701人 16台

※1 数字は現段階で地方公共団体が把握している暫定値
※2 民間企業に勤務する就労者は、通勤に使用する自家用車等により一時集結所（三崎総合体育館）に移動

84

※3 想定必要ﾊﾞｽ数は、三崎地域で必要となるﾊﾞｽ数を合算
み さき

※1

み さき

＜三崎地域内で必要となる輸送能力＞
みさき

みさき

み さき

みさき

みさき


